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１．入札に当たっての留意事項 

（１）京都テルサ会議室映像設備設置に係る一般競争入札では、立会いによる開札は行

いません。 

（２）入札には、一般競争入札説明書７－（２）のとおり、入札価格を積算された物品

内訳書を必ず入札書と一緒に提示又は郵送してください。 

（３）入札書に記入する金額は千円止とし、その表示方法は、「☓☓，０００円」など、

金額が特定できる表記としてください。 

（４）物品内訳書の提示又は郵送の無い場合は、一般競争入札説明書９－（４）のとお

り無効とします。 

 

２．物品内訳書の作成について 

物品内訳書作成に当たっては、次の点に注意してください。 

（１）物品内訳書の様式は任意としますが、項目については添付する参考資料の物品内

訳書の項目に一致させて作成してください。ただし、表紙は、物品名、商号名を記

載し、物品内訳書の合計金額は、他に知られることがないよう記載しないでくださ

い。 


